
パートナーシップ制度 比較一覧表　　本資料は、令和５年１１月１０日現在、各自治体のHP等から知り得ることができる情報を整理したものである R5.11.13
1 2 3 4 5 6 7 8 9

世田谷区 渋谷区 中野区 豊島区 江戸川区 港区 文京区 足立区 北区

① 根拠法令等 要綱 条例 要綱 条例 要綱 条例 要綱 要綱 要綱

②

制度の要旨

パートナーシップ又はファミリーシップの宣
誓の受領を証明

パートナー関係であることを証明し、当事者
の困りごとの解決に寄与するための制度

パートナーシップ宣誓の受領を証明 パートナーシップ制度受理証明書の交付 同性パートナー関係申出書受領証の交付 パートナー関係にある二人が結んだ共同生活
に関する契約を区が確認し、カードを交付す
る制度

パートナーシップ宣誓書受領証を交付 パートナーシップ宣誓の受領を証明 パートナーシップ宣誓の受領を証明

③ 施行年月日 平成27年1月1日 平成27年11月5日 平成30年8月20日 平成31年4月1日 平成31年4月1日 令和2年4月1日 令和2年4月1日 令和3年4月1日 令和4年4月1日

⑤

通称名使用の可否
（可の場合は確認方
法も）

〇
郵送物や通称名を使用している書類等

×
公正証書・戸籍の氏名と同一であること

〇
郵送物や社員証等通称名を日常的に使用して
いることがわかる書類等

〇
郵送物や通称名を使用している書類等

〇
通称名を使用していることが分かる書類等

〇
本人の申出のみ

〇
学生証や法人が発行した身分証明書など、社
会生活上日常的に使用していることが客観的
に明らかとなる資料であれば１点、郵便物や
公共料金の領収書等であれば２点

〇
郵送物や通称名を使用している書類等

〇
社会生活上日常的に使用していることが確認
できる書類

⑥

外国人の提出書類

外国籍の方の場合は、婚姻要件具備証明書
（本国官憲（大使館等）で発行される）と翻
訳者氏名記入した日本語訳の書面

戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の代わりに、
配偶者がいないこと又は他の者とパートナー
シップがない旨の宣誓供述書

戸籍抄本の代わりに本国の発行する婚姻要件
具備証明書等独身であることを証明できる書
類とその日本語訳。

外国の官憲（在日本大使館等）の発行する婚
姻要件具備証明書または独身証明書および当
該書類に係る日本語の翻訳文、取得が困難な
場合は、その理由および婚姻要件を具備する
旨を記入した申述書

外国の官憲（在日本大使館等）の発行する婚
姻要件具備証明書または独身証明書および当
該書類に係る日本語の翻訳文

・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、戸籍個人
事項証明書(戸籍抄本)の代わりに、大使館等
の公的機関が発行する独身証明書又は相当す
る書類(日本語訳を付したもの)
・大使館に勤務している場合は、港区に居住
していることの証明書類を大使館から発行し
てもらうことで住民票の写しに代える。

外国の官憲（在日本大使館等）の発行する婚
姻要件具備証明書又は独身証明書及び当該書
類に係る日本語の翻訳文（翻訳した者 （宣誓
予定者が翻訳をした場合にあっては、当該宣
誓予定者）の氏名を記入したものに限る。）
上記書類の取得が困難な場合は、その理由及
び婚姻要件を具備する旨を記入した申述書

外国の官憲（在日本大使館等）の発行する婚
姻要件具備証明書または独身証明書および当
該書類に係る日本語の翻訳文、取得が困難な
場合は、その理由および婚姻要件を具備する
旨を記入した申述書

外国の官憲（在日本大使館等）の発行する婚
姻要件具備証明書又は独身証明書及びこれら
の証明書に係る日本語の翻訳文（翻訳者の氏
名が記載されたもの）を提出

⑦
証明書（受理証）の
交付

〇 ○(300円） ○ ○ 〇 ― ○ ○ 〇

⑧

カードの交付 〇 × 〇 ○ ○ ○ ○ ○ 〇

⑨

申請から交付までの
期間

・宣誓希望日の３日前までに受付、当日交付
・小型のパートナーシップ宣誓受領証は後日
郵送

１週間程度（提出書類の確認や事務処理等） 申請当日に交付
宣誓証明書のみの場合３０分
＋公正証書等受領証の場合６０分

双方が区民の場合、即日（窓口申請）又は７
開庁日（オンライン）
一方又は今後転入の場合は別

１週間～10日程度
（事務処理等）

５日程度
(提出書類の確認や事務処理等)

宣誓日に交付（宣誓日は、要予約） １週間程度
（提出書類の確認や事務処理等）

30分程度
（翻訳が必要な場合や必要書類に不備がある
場合等は1週間程度）

⑩

交付場所・方法

人権・男女共同参画課で窓口交付 住民戸籍課窓口
郵送不可

窓口交付（企画課）

郵送不可

男女平等推進センター　研修室（個室）

郵送不可

窓口交付
（人権・男女共同参画推進センター内　総務
課人権啓発係）
郵送可

窓口交付(人権・男女平等参画担当)
本人確認を行うため、郵送不可

会議室等の別室で交付 窓口交付
（戸籍住民課・多様性社会推進課）
郵送可

窓口交付（多様性社会推進課）
郵送可

年齢
パートナーシップ：成年に達していること
ファミリーシップ：要件を満たすパートナー
シップ当事者とその子・親

18歳以上 宣誓当日に成年 成年以上 届出当日に成年 民法第４条に定める成年に達していること。 成年以上 成年以上 成年以上

性別等
双方又は一方がLGBTQであること 戸籍上の性別が同一である者 双方又は一方が性的マイノリティ 一方又は双方が多様な性自認・性的指向の二

人
戸籍上の性別を同じくする者 性的マイノリティの方を対象 性別（性自認を含む）を同じくする二人 一方又は双方が性的マイノリティ（典型的と

されていない性自認や性的指向を持つ者）
一方又は双方が性的少数者であれば性別は問
わない

異性間の申出等
（戸籍上）

〇 × ×
性自認が同一であれば〇
（その他、運用上パートナーのどちらかが性
的マイノリティであれば〇）

× 〇
性自認が同一であれば〇 〇（パートナーのどちらかが性的マイノリ

ティであれば可）
一方又は双方が性的少数者であれば〇

事実婚の
申出等の可否

× × × × × × × × ×

住所地

双方が区内に住所を有すること又は一方が区
内に住所を有し、かつ、他の一方が区内への
転入を予定していること若しくは双方とも区
内への転入を予定していること。

双方が渋谷区に居住し、かつ、住民登録があ
ること。

・一方が区内在住、在勤、在学 次のいずれかに該当するもの
・双方が区内に住所を有していること。
・一方が区内に住所を有し、かつ、他の一方
が区内への転入を予定していること
・双方が区内への転入を予定していること。

次のいずれかに該当するもの
・双方が区内の同一所在地に住所を有してい
ること。
・一方が区内に住所を有し、かつ、他の一方
が区内の当該住所への転入を予定しているこ
と
・双方が区内の同一住所への転入を予定して
いること。

下記①～③のいずれかに該当すること。
①双方が区内に住所を有すること。
②二人のうちいずれか一方が区内に住所を有
すること。
③二人が１か月以内に区内へ転入を予定して
いること。

文京区民であること（3か月以内に転入予定の
方を含む）

次のいずれかに該当するもの
・双方が区内に住所を有していること。
・一方が区内に住所を有し、かつ、他の一方
がに区内への転入を予定していること
・双方が区内への転入を予定していること。

双方が区内に住所があり、又は一方が区内に
住所があり、もう一方が３ヶ月以内に区内へ
の転入を予定していること。

配偶者等

双方とも他の者と婚姻関係にないこと。 配偶者がいないこと及び相手方当事者以外の
パートナーがいないこと。

・双方に配偶者等（事実上婚姻と同様の関係
にある同居している者を含む）がいないこ
と。
・双方とも他の者とパートナーシップの宣誓
をしていないこと。

・他の者と法律上の婚姻関係にないこと。
・双方とも他の者とパートナーシップの宣誓
をしていないこと。
（既に他の者とパートナーシップの宣誓をし
ている場合は、その宣誓書の廃棄を申し出て
いること）

・他の者と法律上の婚姻関係にないこと。
・双方とも他の者とパートナーシップの宣誓
をしていないこと。

・双方に配偶者(内縁の配偶者を含む。)がい
ないこと。
・双方以外の人と制度(他自治体が行うパート
ナーシップ制度を含む。)を利用していないこ
と。

・配偶者がいないこと（婚姻していないこ
と）。
・宣誓者以外の方とパートナーシップがない
こと。

・他の者と法律上の婚姻関係にないこと。
・双方とも他の者とパートナーシップの宣誓
をしていないこと。
（既に他の者とパートナーシップの宣誓をし
ている場合は、その宣誓書の廃棄を申し出て
いること）

双方が法律上の婚姻をしておらず、かつ、当
該パートナーシップの相手以外の者とパート
ナーシップの宣誓をしていないこと。

証明書への子の記載 〇 －
〇

届出者と生計を一にする未成年の子
－ － － － 〇 －

その他

災害見舞金の支給、課税・非課税・納税証明
書の交付申請、せたがや子育て利用券の配
付、母子健康手帳等の交付、心身障害者扶養
共済制度（パートナーシップ宣誓書受領証の
提示により利用できるサービスを掲載※提示
しなくても利用できるものは除いています）

近親（民法第７３４条～７３６条）でないこ
と。

・双方が近親者（直系血族又は三親等内の傍
系血族若しくは直系姻族の関係のこと。）で
ないこと。

・互いに近親者（直系血族又は三親等内の傍
系血族若しくは直系姻族の関係のこと。）で
ないこと。
・クのPS届受理証明における取消をうけたこ
とがないこと。

・双方が近親者（直系血族又は三親等内の傍
系血族若しくは直系姻族の関係のこと。）で
ないこと。

・性的指向・性自認を理由に婚姻することが
できないこと。

二人が近親者（直系血族又は三親等内の傍系
血族若しくは直系姻族の関係のこと）でない
こと。

・双方が近親者（直系血族又は三親等内の傍
系血族若しくは直系姻族の関係のこと。）で
ないこと。

相手と直系血族又は三親等内の傍系血族の関
係にないこと（当該関係が養子縁組によるも
のであって、養子縁組する前の関係が直系血
族又は三親等内の傍系血族ではなかった場合
を除く。）。

PS証明を受けた両当事者に対し、PS証明取得
に必要な公正証書作成に要した取得負荷を低
減する助成金
標準…50,000円、特例…13,000円

公正証書等受領証の発行 双方が区民の場合、届出方法を選択できる
（オンラインか窓口）

①住民票の写し
②戸籍個人事項証明書（戸籍抄本）

【本人確認書類】
・個人番号カード(マイナンバーカード)、旅
券(パスポート)、運転免許証等の場合は１点
提示
・保険証(国民健康保険、介護保険等)、年金
手帳、年金証書等の顔写真のないものの場合
は２点提示

①住民票の写し
②戸籍全部事項証明書（戸籍抄本）

【本人確認書類】
マイナンバーカード、パスポート、運転免許
証、官公署が発行した免許証、許可証または
資格証明書等であって本人の顔写真が貼付さ
れたもの

外国籍である場合は、外国の官憲（在日本大
使館等）の発行する婚姻要件具備証明書また
は独身証明書および当該書類に係る日本語の
翻訳文、取得が困難な場合は、その理由およ
び婚姻要件を具備する旨を記入した申述書

①住民票の写し
②戸籍全部事項証明書（戸籍謄本）

【本人確認書類】※顔写真付きの書類の場合
は1つ、顔写真なしの場合は2つ提示する。
（1つ提示）マイナンバーカード、運転免許
証、在留カード、その他官公署が発行したも
のなど
（2つ提示）国民健康保険、健康保険、船員保
険、介護保険、後期高齢者医療保険の被保険
者証、共済組合員証、年金手帳、年金証書、
その他官公署が発行したものなど

添付書類
（申請書以外）

④ ①契約書(公正証書または私文書認証を受けた
もの)
・公証人が作成(認証)した契約書正本(原本)
②戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)または戸籍
個人事項証明書(戸籍抄本)のいずれか
・３か月以内に発行された書類
・外国籍の方は、大使館等の公的機関が発行
する独身証明書又は相当する書類(日本語訳を
付したもの)
③住民票の写し(個人)
・３か月以内に発行された書類

【本人確認書類】
・個人番号カード(マイナンバーカード)、旅
券(パスポート)、運転免許証等の場合は１点
提示
・保険証(国民健康保険、介護保険等)、年金
手帳、年金証書等の顔写真のないものの場合
は２点提示

①同性パートナー関係に係る確認書（区様
式）又は公正証書若しくは公証人が作成の真
正を認証した私文書
②住民票の写し（区民の場合は本人了承のう
え職権で確認するため不要）
③戸籍個人事項証明書（戸籍抄本）

【本人確認書類】
マイナンバーカード、パスポート、運転免許
証、官公署が発行した免許証、許可証又は登
録証明書であって本人の顔写真が貼付された
もの

外国籍である場合は、本国官憲（在日本大使
館等）の発行する婚姻要件具備証明書または
独身証明書および当該書類に係る日本語の翻
訳文

①住民票抄本
②戸籍謄本
③確認書

【本人確認書類】
・１点で足りるもの
個人番号カード、運転免許証、パスポート、
住民基本台帳カード（顔写真付き）、船員手
帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、戦傷病
者手帳、宅地建物取引士証、電気工事士免
状、教習資格認定証、身体障害者手帳、療育
手帳、運転経歴証明書（H24.4.1以降交付のも
のに限る）、国または地方公共団体の機関が
発行した身分証明書（顔写真付き）
・２点必要なもの
国民健康保険・健康保険・船員保険・介護保
険の被扶養者証、共済組合員証、国民年金手
帳、国民年金・厚生年金保険・船員保険の年
金証書、共済年金・恩給の証書、住民基本台
帳カード（顔写真なし）、戸籍謄本等の交付
請求書に押印した印鑑に係る印鑑登録証明
書、学生証・法人が発行した身分証明書（顔
写真付き）、国または地方公共団体が発行し
た資格証明書（顔写真付き）

外国籍である場合は、外国の官憲（在日本大
使館等）の発行する婚姻要件具備証明書また
は独身証明書および当該書類に係る日本語の
翻訳文、取得が困難な場合は、その理由およ
び婚姻要件を具備する旨を記入した申述書

①住民票の写し（区民は不要）
②戸籍個人事項証明書（戸籍抄本）

【本人確認書類】
マイナンバーカード、パスポート、運転免許
証、官公署が発行した免許証、許可証または
資格証明書等であって本人の顔写真が貼付さ
れたもの
上記書類がない場合には①及び②各１点、ま
たは①から２点
①健康保険証、年金手帳、年金証書等
②写真付の学生証や法人の発行した身分証明
書等
外国籍である場合は、戸籍抄本の代わりに本
国の発行する婚姻要件具備証明書等独身であ
ることを証明できる書類とその日本語訳。
双方が区民でない場合は、在勤・在学の証明
書
転入予定者は、転入予定であることがわかる
書類
公正証書等受領証の交付を希望する場合には
公正証書。

①申請者それぞれの戸籍謄本又は戸籍全部事
項証明書
＊３か月以内に発行されたもの
  外国人の場合は、配偶者がいないこと又は
他の者とパートナーシップがない旨の宣誓供
述書を申請時に提出
②公正証書の正本または謄本
＊原則として、任意後見契約及び合意契約公
正証書の正本または謄本

【本人確認書類】
（いずれか１点提示）運転免許証、パスポー
ト、写真付きの住民基本台帳カード、マイナ
ンバーカード、在留カード又は特別永住者証
明書（外国人登録証明書）
写真付きの本人確認書類を持っていない場合
は、健康保険証と年金手帳など、本人確認書
類を複数点確認

①戸籍個人事項証明（戸籍抄本）

【本人確認書類】
免許証、パスポート、住基カード、マイナン
バーカード、在留カード

※確認の上返還
※ファミリーシップ宣誓を行う場合は、子ど
も・親が記載された①の書類又は関係のわか
る公的証明

自治体名

⑪
要
件

備考

資料２



① 根拠法令等

②

制度の要旨

③ 施行年月日

⑤

通称名使用の可否
（可の場合は確認方
法も）

⑥

外国人の提出書類

⑦
証明書（受理証）の
交付

⑧

カードの交付

⑨

申請から交付までの
期間

⑩

交付場所・方法

年齢

性別等

異性間の申出等
（戸籍上）

事実婚の
申出等の可否

住所地

配偶者等

証明書への子の記載

その他

添付書類
（申請書以外）

④

自治体名

⑪
要
件

備考

10 11 12 13 14 15 16 17 18

荒川区 杉並区 墨田区 板橋区 府中市 小金井市 国分寺市 国立市 多摩市

要綱 条例 条例 要綱 要綱 要綱 要綱 条例 要綱

同性パートナーシップ届出書の届出受領証を
交付

パートナーシップ届出書の届出受領証を交付 パートナーシップ宣誓書の受領を証明 パートナーシップ宣誓の受領を証明 パートナーシップ宣誓の受領を証明 パートナーシップ宣誓の受領を証明 パートナーシップ宣誓の受領を証明 パートナーシップ届の受理を証明 パートナーシップ宣誓の受領を証明

令和4年4月25日 令和5年4月1日 令和5年4月1日 令和5年11月1日 平成31年4月1日 令和2年10月20日 令和2年11月15日 令和3年4月1日 令和4年2月1日

〇
郵送物や通称名を使用している書類等

〇
日常生活において当該通称名の使用が確認で
きる書類

〇
通称名を使用していることが確認できる書類
・官公庁又は勤務先法人等が発行する書類等
１点
・郵送物や公共料金の領収書２点

〇
・在職証明書等又は社員証
・在学証明書又は学生証
・社会保険証
・年金手帳
・公共料金の領収書　等

〇
使用を希望する場合は、郵便物や社員証等
の、通称を日常的に使用していることが分か
る書類を提出してもらう）

〇（氏名との併記）
社員証や学生証などの法人が発行した身分証
明書などにより、社会生活上日常的に使用し
ていることが明らかとなる資料。

〇
郵送物や通称名を使用している書類等

〇
郵送物や通称名を使用している書類等

〇
社員証・学生証・各種郵便物・公共料金の請
求書・病院の診察券・各種会員証などの、通
称名を使用していることが確認できる書類

婚姻要件具備証明書等及び当該書類に係る日
本語の翻訳文

婚姻要件具備証明書又は独身証明書とその日
本語訳

婚姻要件具備証明書又は独身証明書とその日
本語訳

婚姻要件具備証明書等、独身であることを証
明する書類又はそれに準ずる書類とその日本
語訳（翻訳者氏名入り）

戸籍抄本に代わるものとして、外国の官憲の
発行する婚姻要件具備証明書、または独身証
明書および当該書類に係る日本語の翻訳文を
提出してもらう

外国の官憲（在日本大使館等）の発行する婚
姻要件具備証明書または独身証明書および当
該書類に係る日本語の翻訳文、取得が困難な
場合は、その理由および婚姻要件を具備する
旨を記入した申述書

外国の官憲（在日本大使館等）の発行する婚
姻要件具備証明書または独身証明書および当
該書類に係る日本語の翻訳文、取得が困難な
場合は、その理由および婚姻要件を具備する
旨を記入した申述書

本国が発行した婚姻要件具備証明書等の配偶
者がいないことが確認できる書類および当該
書類に係る日本語の翻訳文

日本語の翻訳を添えた、婚姻用件具備証明書
等の配偶者がいないことを確認できる書類

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

即日交付 即日交付 即日交付 即日交付 宣誓希望の７日前までに日時を事前予約、宣
誓当日に交付

提出書類の確認や事務処理等が完了次第速や
かに

即日交付 4日間程度
（提出書類の確認や事務処理等）

１～２週間程度（提出書類の確認や事務処理
等）

窓口交付 窓口交付 窓口交付 窓口交付（男女社会参画課又は個室を選択
可）

窓口交付（市民相談室もしくは男女共同参画
センター「フチュール」にて多様性社会推進
課で対応）

窓口交付
（男女共同参画室）

窓口交付（市民生活部人権平和課） 窓口交付（市長室・市民課・男女平等参画ス
テーション）
郵送不可

窓口交付（TAMA女性センター）※郵送不可

成年以上 成年以上 成年以上 成年以上 成年以上 成年以上 成年以上 18歳以上 成年以上

戸籍上の性別を同じくする（性自認を含む）
者

一方又は双方が性的指向が異性に限らない者
又は性自認が出生時に判定された性別と一致
しない者

性別に関わらない 双方又はいずれか一方が性的マイノリティ 性的マイノリティ 一方又は双方が性的少数者（多様な性自認又
は性的指向を持つものをいう。）である方が
対象。

一方または双方が性的マイノリティであれば
性別は問わない

不問 一方又は双方が多様な性的指向又は性自認を
もつ２人

性自認が同一であれば〇 一方又は双方が性的少数者であれば〇
〇 〇 〇

同上 性自認が同一または双方の性自認が戸籍上の
性別と異なれば可（一方または双方が性的マ
イノリティであれば可）

〇
性自認が同一であれば可

× 不明 不明 不明 × × × 〇 ×

・双方又は一方が荒川区内に住所を有してい
ること。

区民（３か月以内に転入予定を含む） ・双方若しくは一方が区内に住所がある
・双方若しくは一方が３ヶ月以内に区内への
転入を予定していること。

・双方が板橋区民
・一方が区内に住所を有し、他の一方が３ヶ
月以内に区内への転入を予定している
・双方が３か月以内に区内への転入を予定し
ていること。

次のいずれかに該当するもの
・双方が市内に住所を有していること。
・一方が市内に住所を有し、かつ、他の一方
がに市内への転入を予定していること。
・双方が市内への転入を予定していること。

・双方が市内に住所を有していること。
・一方が市内に住所を有し、かつ、他の一方
が宣誓日から3か月以内に市内に住所を有する
ことを予定していること。
・双方が宣誓日から3か月以内に市内に住所を
有することを予定していることの場合には、
転入予定者であることを記載した受領証を交
付（転入後、3か月以内に住民票が提出され次
第、新ためて受領証等を交付）。

次のいずれかに該当するもの
・双方が市内に住所を有していること。
・一方が市内に住所を有し、かつ、他の一方
が市内への転入を予定していること

次のいずれかに該当するもの
・一方が市内に住所を有していること。
・一方が市内に在勤または在学であること。
・双方が３か月以内に市内への転入を予定し
ていること。
※転入予定の場合は転入後に証明書等を交
付。

一方又は双方が市内に住所を有する、または
３ヶ月以内にその予定があること。

・双方に配偶者がいないこと。
・双方において、当該届出に係る相手方以外
の者と同性パートナーシップの関係にないこ
と。

・結婚していないこと及び届出者以外の方と
パートナーシップ関係にないこと。

・双方に配偶者がいないこと。
・双方が当該届出に係る相手方以外に事実上
婚姻関係と同様の事業にある者がいないこ
と。
・双方が当該届出に係る相手方以外と、墨田
区及び他の地方公共団体の同制度を利用して
いないこと。

・当該宣言に係る制度の相手方以外とパート
ナーシップ関係にないこと。

・他の者と法律上の婚姻関係にないこと
・双方とも他の者とパートナーシップの宣誓
をしていないこと。

・双方に配偶者（婚姻の届出をしていないが
事実上婚姻と同様の関係にある方で同居して
いる場合を含む）がいないこと。
・双方が宣言をしようとする相手の他にパー
トナーシップの関係にある方がいないこと。

配偶者がいないこと及び宣誓に係るパート
ナーシップ以外のパートナーシップを有しな
いこと。

・他の者と法律上の婚姻関係にないこと。
・届出者以外のパートナーがいないこと。

配偶者（婚姻の届出はしていないが、事実上
婚姻と同様の関係にある者を含む）がいない
こと及び今回宣誓を行うパートナーシップ以
外のパートナーシップがないこと。

－
〇

〇 － － － － － －

・双方が直系血族又は三親等内の傍系血族
（養子及び養方の傍系血族を除く。）若しく
は直系姻族の関係でないこと。

近親者（直系血族又は三親等内の傍系血族若
しくは直系姻族の関係のこと。）でないこ
と。

・直系血族若しくは三親等内の傍系血族若し
くは直系姻族でないこと（PS制度関係に基づ
く養子縁組による場合はこの限りでない）。

・直系血族若しくは三親等内の傍系血族若し
くは直系姻族でないこと（PS制度関係に基づ
く養子縁組による場合はこの限りでない）。
・QRで宣誓希望日時を入力
・板橋区PS制度取扱い要項に基づく宣誓の取
消を受けたことがないこと。
・制度に関する情報提供等、定期的にメール
連絡

・双方が近親者（直系血族又は三親等内の傍
系血族若しくは直系姻族の関係のこと。）で
ないこと。

直系血族または三親等内の傍系血族、もしく
は直系姻族の関係でないこと。

双方の関係が民法第734条（近親者間の婚姻の
禁止）及び第735条
（直系姻族間の婚姻の禁止）の規定により，
婚姻することができないものでないこと。

双方が近親者（直系血族又は三親等内の傍系
血族若しくは直系姻族の関係のこと。）でな
いこと。
※パートナーシップに基づき養子縁組をして
いる、又はしていたことにより当該関係に該
当する場合を除く。

双方の関係が民法第７３４条（近親者間の婚
姻の禁止）及び第７３５条（直系姻族間の婚
姻の禁止）の規定により、婚姻をすることが
できないものでないこと。

①住民票の写し
②婚姻していないことが確認できる書類（戸
籍謄抄本等）

【本人確認書類】
・個人番号カード(マイナンバーカード)、パ
スポート、運転免許証、在留カード、その他
官公署が発行した免許証・許可証等
・健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険
の被保険者証
・年金手帳、年金証書等
（顔写真のないものの場合は２点提示）

①住民票の写し
②戸籍抄本、外国籍の方は婚姻要件具備証明
書等

【本人確認書類】
マイナンバーカード、パスポート、運転免許
証、在留カード、官公署が発行した免許証、
許可証または資格証明書等であって本人の顔
写真が貼付されたもの1点
又は健康保険証と年金手帳等の2点

①パートナーシップ宣誓書（市指定様式）
②確認書（市指定様式）
③住民票の写し又は住民票記載事項証明書の
いすれか
④戸籍抄本、戸籍証明書又は独身証明書のい
ずれか

【本人確認書類】
・マイナンバーカード、パスポート、運転免
許証、官公署が発行した免許証、許可証また
は資格証明書等であって本人の顔写真が貼付
されたもの
・上記の書類がない場合は、次の⑴の書類を2
点、または⑴と⑵から1ずつ。
⑴　健康保険の被保険者証、後期高齢者医療
被保険者証、介護保険の被保険者証、国民年
金手帳、年金証書、生活保護受給者証、各種
医療証など
⑵　学生証、法人が発行した身分証明書、
国・地方公共団体の機関が発行した資格証明
書で写真を張り付けたものなど
・一方又は双方が外国籍ノ方など、上記の書
類を提出できない特別な事情があると認めら
れるときは、別の書類をもって代えることが
できる。要事前相談。

①世帯全員の住民票の写し

②配偶者がいないことを証明する書類（戸籍
抄本・独身証明書等）
※外国籍の方の場合は、配偶者がいないこと
を確認できる書面に日本語の翻訳を添えて提
出（婚姻要件具備証明書等）

【本人確認書類】
マイナンバーカード、パスポート、運転免許
証、官公署が発行した免許証、許可証または
資格証明書等であって本人の顔写真が貼付さ
れたもの）

①住民票の写し
②戸籍抄本

【本人確認書類】
・個人番号カード(マイナンバーカード)、パ
スポート、運転免許証、在留カード、特別永
住者証明書、その他官公署が発行した顔写真
付きのもの
（その他は要相談）

①住民票の写し
②配偶者がいないことを証明する書類
　（戸籍抄本・独身証明書，外国籍の方は婚
姻要件具備証明書等）

【本人確認書類】
個人番号カード，旅券，運転免許証，在留
カード，官公署が発行した免許証，許可証又
は資格証明書等（顔写真付きのもの）

①住民票の写し
②婚姻していないことが確認できる書類（戸
籍謄抄本等）

【本人確認書類】
・個人番号カード(マイナンバーカード)、パ
スポート、運転免許証、在留カード、その他
官公署が発行した免許証・許可証等
（次のものは２点提示）
・健康保険証
・年金手帳
・学生証
・法人が発行した身分証明書等

＜宣誓時＞
①住民票の写し（各１通）
②戸籍個人事項証明書または独身証明書（各
１通）※外国籍の場合は、婚姻用件具備証明
書等の配偶者がいないことを確認できる書類
に、日本語の翻訳を添えて提出
【本人確認書類（各自）】
・通称名を使用していることが確認できる書
類（通称名使用者のみ）※社員証・学生証・
各種郵便物・公共料金の請求書・病院の診察
券・各種会員証など

＜交付書類受取時＞
・本人確認書類（書類を受け取る宣誓者の分
のみ）
※以下、一方又は双方が多摩市に転入予定の
場合
・多摩市パートナーシップ宣誓書記載事項変
更届
・変更後の住所が確認できる書類（転入者の
み）
・多摩市パートナーシップ宣誓書受付票

【本人確認書類】
マイナンバーカード、パスポート、運転免許
証、官公署が発行した免許証、許可証または
資格証明書等であって本人の顔写真が貼付さ
れたもの

①確認書
②住民票の写し
③戸籍全部事項証明書（戸籍謄本）

【本人確認書類】
マイナンバーカード、パスポート、運転免許
証、官公署が発行した免許証等であって本人
の顔写真が貼付されたもの、在留カード等
顔写真付きの証明書がない場合は、健康保険
証と年金手帳等の２点
外国籍である場合は、本国が発行した婚姻要
件具備証明書等の配偶者がいないことが確認
できる書類および当該書類に係る日本語の翻
訳文
届出の要件が市内在勤者又は市内在学者の場
合は、市内在勤・在学が確認できる書類（社
員証、健康保険証、学生証、受講証の写し
等）



① 根拠法令等

②

制度の要旨

③ 施行年月日

⑤

通称名使用の可否
（可の場合は確認方
法も）

⑥

外国人の提出書類

⑦
証明書（受理証）の
交付

⑧

カードの交付

⑨

申請から交付までの
期間

⑩

交付場所・方法

年齢

性別等

異性間の申出等
（戸籍上）

事実婚の
申出等の可否

住所地

配偶者等

証明書への子の記載

その他

添付書類
（申請書以外）

④

自治体名

⑪
要
件

備考

19 20 21 22 23

武蔵野市 調布市 日野市 町田市 東京都

条例 要綱 条例 条例 条例

パートナーシップ届出の受理を証明 パートナーシップの宣誓・届出を証明 パートナーシップの宣誓を証明 パートナーシップの宣誓を証明 パートナーシップ宣誓により受理証明書を交
付（原則オンライン。対面も可能。対面の場
合は原則7日前までに要電話予約）

令和4年4月1日 令和5年3月15日 令和5年4月1日 令和5年4月1日 令和4年11月1日

〇
書類の提示は求めない

〇 〇
・社会生活上、通称名を使用していることが
確認できる書類
郵送物の宛名・社員証など

〇
・日常的に、通称名を使用していることが確
認できる書類
郵送物の宛名・社員証など

〇
国民健康保険の被保険者証、顔写真付きの社
員証・学生証など、社会生活上、その通称永
を日常的に使用していることが確認できる官
公署又は就業先法人等が発行する書類

独身の証明：婚姻要件具備証明書等及び日本
語訳

婚姻をしていなことがわかる書類（要日本語
訳）

現に婚姻していないことを証する書類とその
翻訳

本国の行政機関が発行する性別及び現に婚姻
していないことを証する書類とそれらの翻訳
文

本国の大使館・領事館が発行する「配偶者が
いないことを確認できる書類」と日本語訳

〇 〇 〇 〇
〇（不備のない届出を受理してから、原則10

日以内に、届出システム上で交付）

〇 〇 〇 〇

翌日までに交付を原則としている。 １０日程度要する １０日程度要する 数日から１週間程度 原則10日以内

郵送又は窓口交付(男女平等推進センター・市
民課・市政ｾﾝﾀｰ)

郵送 郵送 窓口又は郵送 オンライン又は都庁内会議室で対面

成年以上 双方が民法に規定する成年に達していること 満１８歳に達していること 民法上の成年 ともに18歳に達している事

性別を問わない 双方又はいずれか一方が多様な性的指向・性
自認であること

一方又は双方が多様な性の当事者であること 戸籍上の性別が同一である２人の者
不問

〇 不明 〇 × 不問

〇 × 不明 × 不問

・双方が市内に住所を有していること。

※以下の場合は、仮受理証を交付する。
・一方が市内に住所を有し、かつ、他の一方
がに市内への転入を予定している。
・双方が市内への転入を予定している。

・市内に住所を有すること。
・一方が市内に住所を有し、かつ、他の一方
が市内への転入を予定していること。

・双方または一方が市内に住所を有するこ
と。
・一方が市内に住所を有し、かつ、他の一方
が市内への転入を予定していること。

・いずれか一方が町田市内に住所を持ってい
る又は宣誓の日から３か月以内に町田市内へ
の転入を予定していること。

一方又は双方が都内在住、在勤、在学者
または３ヶ月以内に転入予定があること。

・配偶者がいないこと。
・届出者以外の者と婚姻の届出をしていない
が、事実上婚姻関係と同様の事情にある者が
いないこと。
・届出者以外の者と武蔵野市及び他の地方公
共団体のパートナーシップ制度その他これに
類する制度を利用していないこと。

・婚姻（事実上婚姻関係と同様の事業にある
ことを含む）をしていないこと。
・宣誓に係る相手方以外と方とPS関係にない
こと。

・婚姻（事実上婚姻関係と同様の事業にある
ことを含む）をしていないこと。
・宣誓に係る相手方以外と方とPS関係にない
こと。

・双方に配偶者（事実婚含む）がいないこ
と。
・双方以外の者とパートナーシップ関係にな
いこと。

ともに配偶者（事実婚を含む）がいないこ
と、かつ別の者とのパートナーシップ関係が
ないこと。
海外で同性婚をしている場合は、本制度の対
象

－ － － － 〇

・届出者同士が民法第734条から第736条まで
に規定する婚姻をすることができない関係に
ないこと。

民法に規定する直系血族若しくは三親等内の
傍系血族又は直系姻族でないこと（PS関係を
前提とした養子縁組による場合を除く）。
・電話かメールで宣誓の日時を予約のうえ来
所し、宣誓・届出

届出者同士が民法第734条から第736条までに
規定する婚姻をすることができない関係にな
いこと。（養子縁組に該当する場合は除く）
★特徴
双方が日野市以外在住で、一方若しくは双方
が３か月以内に転入予定の場合は、３か月間
の有効期限付きの証明書を交付
・QRで事前予約

届出者同士が民法第734条・第735条に規定す
る婚姻をすることができない関係にないこ
と。（養子縁組に該当する場合は除く）
★特徴
双方が町田市以外在住で、一方若しくは双方
が３か月以内に転入予定の場合は、３か月間
の有効期限付きの証明書を交付

【東京都パートナーシップ宣誓制度届出等管
理システム】より手続き
※２人ともに手続きが必要
※必要書類は、スキャン又は写真で画像を添
付し送信

◆必須提出物
①婚姻をしていないこと等を証明する書類
（都内自治体のPS証明書も可）
②本人確認書類
③本人の顔写真

◆該当するものを提出
①住民票、転入予定先の住所確認可能な書
類、在勤・在学証明
②通称名が確認可能な書類
③子の氏名、本人との同一生計、子が未成年
であることが証明できる書類

①住民票の写し（転入予定者は転入予定がわ
かる書類）
②戸籍個人事項証明書

【本人確認書類】
・１点で足りるもの（例）
個人番号カード、運転免許証、パスポート、
行政機関が発行した免許証・許可証・登録証
明書等であって、本人の顔写真が貼付された
もの（有効期限があるものは期限内であるこ
と）
・２点必要なもの
各種健康保険の被保険者証、各種年金手帳、
各種年金証書
（有効期限があるものは期限内であるこ
と。）

①住民票の写し（日野市住民登録者は不要）
②戸籍個人事項証明書または独身証明書

【本人確認書類】
・１点で足りるもの
個人番号カード、運転免許証、パスポート、
在留カード、特別永住者証明、住民基本台帳
カード（顔写真付き）、船員手帳、海技免
状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気住所持
許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引士証、
電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電
気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認
定証、耐空検査員の証、航空従事者技能検定
合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習
資格認定証、警備業法第２３条第４項に規定
する合格証明書、身体障害者手帳、療育手
帳、運転経歴証明書（H24.4.1以降交付のもの
に限る）、国または地方公共団体の機関が発
行した身分証明書（顔写真付き）
・２点必要なもの　A+A又はA+B
A　国民健康保険・健康保険・船員保険・後期
高齢者医療・介護保険の被扶養者証、共済組
合員証、年金手帳、国民年金・校正年金保
険・船員保険・共済年金・恩給の証書、住民
基本台帳カード、戸籍謄本等の交付を請求す
る書面に押印した印鑑に係る印鑑登録証明
書、生活保護受給者証
B　法人が発行した身分証明書（顔写真付
き）、学生証（顔写真付き）、高齢受給者
証・限度額認定証などの各種医療証、国また
は地方公共団体の機関が発行した資格証明書
（顔写真付き）、預金通帳、キャッシュカー
ド、クレジットカード

①住民票の写し
②婚姻をしていないことがわかる書類
　（戸籍抄本・独身証明書など）

【本人確認書類】
個人番号カード、運転免許証など顔写真付き
のもの（無い場合には要相談）

①独身の証明：戸籍謄本、戸籍抄本等
②住所の確認：住民票の写し

【本人確認書類】
個人番号カード・運転免許証・パスポート・
官公署が発行した免許証、許可証、資格証明
書等であって、本人の顔写真が貼付されたも
の等


